
 

吹田市幼保連携型認定こども園設置認可等要領 

 

(趣旨) 

第１条 この要領は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年６月１５日法律第７７号。以下「法」という。）第１７条第１項に

規定する幼保連携型認定こども園を設置しようとする者に対し、その認可の申請及び各

種届出の手続き等について必要な事項を定めるものとする。 

(設置認可の申請) 

第２条 法第１７条第１項の規定に基づき幼保連携型認定こども園を設置するときの認可

申請は、幼保連携型認定こども園設置認可申請書（様式第１号）に必要書類を添付の上、

市長に提出することにより行うものとする。 

(設置認可申請の要件) 

第３条 前条の申請は、吹田市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律施行条例（令和元年吹田市条例第２９号。以下「条例」という。）に掲

げる要件を満たした上で、市長に提出するものとする。 

（休廃止の申請） 

第４条 幼保連携型認定こども園の設置認可を受けた者が、法第１７条第１項の規定によ

る休止又は廃止をしようとするときの承認申請は、幼保連携型認定こども園廃止・休止

申請書（様式第２号）に必要書類を添付の上、市長に提出することにより行うものとす

る。 

（変更の申請） 

第５条 幼保連携型認定こども園の設置認可を受けた者が、法第１７条第１項の規定によ

る設置者の変更をしようとするときの承認申請は、幼保連携型認定こども園設置者変更

申請書（様式第３号）に必要書類を添付の上、市長に提出することにより行うものとす

る。 

（変更の届出） 

第６条 幼保連携型認定こども園の設置認可を受けた者が、法第２９条第１項の規定によ

る変更をしようとするときの届出は、認定こども園変更届出書（様式第４号）に必要書

類を添付の上、あらかじめ市長に提出することにより行うものとする。 

２ 幼保連携型認定こども園の設置認可を受けた者が、就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成２６年７月２日内閣府・文部科



 

学省・厚生労働省令第２号。以下、「令」という。）第１５条第２項の規定による変更

をしようとするときの届出は、幼保連携型認定こども園変更届出書（様式第５号）に必

要書類を添付の上、あらかじめ市長に提出することにより行うものとする。 

（報告の徴収） 

第７条 法第３０条第１項の規定による報告は、幼保連携型認定こども園報告書（様式第

６号）を提出することにより行わなければならない。 

２ 令第２９条の市長の定める日は、５月３１日とする。 

３ 令第２９条第３号の市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

⑴ 教育及び保育の目標及び主な内容 

⑵ 実施する子育て支援事業の内容 

⑶ 開園の日数及び時間並びに保育時間 

（学級の編制） 

第８条 条例第４条第２項の規定により１学級の園児の数を３５人以下とすることを認め

る場合の事由は、次のいずれかに限るものとする。 

⑴ 園舎の都合により、保育室を分けて学級を増設することが困難であること。 

⑵ 年度当初の学級編制時から園児の数が増えたことにより、少人数の学級編制が困難

となった場合であること。 

⑶ 待機児童の解消に資するため、子ども・子育て支援法（平成２４年８月２２日法律

第６５号）第６１条第１項の規定により市町村が定める市町村子ども・子育て支援事

業計画において、供給が需要を下回っている場合であること。 

（教育及び保育に直接従事する職員の数） 

第９条 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平成

２６年４月３０日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号。以下「幼保連携型認定こ

ども園基準」という。）第５条第３項に規定する「教育及び保育に直接従事する職員」の

数は、「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の運用

上の取扱いについて」（平成２６年１１月２８日府政共生第１１０４号・２６文科初第８

９１号・雇児発１１２８第２号内閣府政策統括官（共生社会政策担当）・文部科学省初等

中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「通知」という。）の２の

(1)により算定するものとする。ただし、幼保連携型認定こども園基準第５条第３項に規

定する方法により３歳以上の園児の区分ごとに算定した数（小数点第２位以下切り捨て）

を合算した数（小数点以下を四捨五入）が幼保連携型認定こども園基準第５条第１項の



 

規定により算定した必要な学級担任の数より少ないときは、幼保連携型認定こども園基

準第５条第３項に規定する方法により算定した３歳未満の園児の区分ごとに算定した数

（小数点第２位以下切捨て）を合算した数（小数点以下を四捨五入）に、幼保連携型認

定こども園基準第５条第１項により算定した必要な学級担任の数を加えた数とする。 

２  幼保連携型認定こども園基準第５条第３項に規定する「教育及び保育に直接従事する

職員」の数に短時間勤務の職員を充てる場合は、「保育所における短時間勤務の保育士の

取扱いについて」（令和５年４月２１日こ成保２１厚生労働省子ども家庭局長通知）の要

件を満たす職員を充てるものとし、「教育及び保育に直接従事する職員」の数の算定に当

たっては、短時間勤務の職員の１か月の勤務時間数の合計を施設の就業規則等で定めた

常勤職員の１か月の勤務時間数で割った数（小数点以下を切り捨て）に換算して、「教育

及び保育に直接従事する職員」の数の対象となる常勤職員の数に加え、「教育及び保育に

直接従事する職員」の数とする。 

（園舎及び園庭） 

第１０条 幼保連携型認定こども園基準第６条第１項の規定により備えなければならない 

園舎及び園庭の所有については、「幼保連携型認定こども園の園地・園舎等の所有につい 

て」（平成２６年１２月１８日府政共生第７４３号・２６高私行第９号・雇児保発１２１ 

８第１号・社援基発１２１８第１号内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官（少 

子化対策担当）・文部科学省初等中等局幼児教育課長・文部科学省高等教育局私学行政課 

長・厚生労働省雇用・児童家庭局保育課長・厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長連名 

通知）に従うものとする。 

（保育室等の設置階）  

第１１条 保育室等の設置階については、幼保連携型認定こども園基準第６条第４項の規 

定に関わらず、通知の３の(2)に掲げる要件を満たす場合は、満３歳以上の園児の保育室 

等を３階以上の階に設けることができる。 

（園庭の面積）  

第１２条 幼保連携型認定こども園基準第６条第７項に規定する園庭の面積について、通 

知の３の(3)に掲げる要件を満たす場合は、公園等の代替地を面積参入することができる。 

また、通知の３の(4)に掲げる要件を満たす場合は、屋上を面積算入することができる。 

（食事の提供の特例） 

第１３条 幼保連携型認定こども園基準第７条第３項の規定により、幼保連携型認定こども 

園外で調理し搬入する方法により食事を提供するときは、「保育所における食事の提供 



 

について」（平成２２年６月１日雇児発０６０１第４号厚生労働省雇用均等・児童家庭局 

長通知）に従って実施するものとする。 

２  幼保連携型認定こども園基準第７条第３項に規定する「調理のための加熱、保存等の

調理機能を有する設備」及び同条第４項に規定する「調理設備」は、「認定こども園制度

に関するＱ＆Ａについて」（平成１８年１０月２４日事務連絡文部科学省・厚生労働省幼

保連携推進室通知）で示すものとする。 

（満３歳未満の園児の定員を設けるときの設備）  

第１４条 幼保連携型認定こども園基準第７条第６項に規定する乳児室及びほふく室の面 

積の算定に当たっては、「「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた 

めの関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関す 

る省令について」の留意事項について」（平成２３年１０月２８日雇児発１０２８第１号 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）を踏まえるものとする。 

（教育時間・保育時間等）  

第１５条 幼保連携型認定こども園基準第９条に規定する「教育及び保育を行う期間及び 

時間」については、通知の４の(1)に従うものとする。 

（子育て支援事業）  

第１６条 市条例第４条第３項に規定する子育て支援事業については、次のいずれにも該 

当するものとする。 

⑴ 令第２条第１項各号に掲げる事業のうち、１事業以上を選択し、実施し得るものであ

ること。 

⑵ 令第２条第１項第１号又は同項第２号に規定する事業を実施する場合については、そ

れぞれ週に１回以上実施すること。この場合において、同条第１号に規定する地域の子

ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設するときは、当該場所は、１０組以

上の子ども及びその保護者が利用可能であり、かつ、授乳コーナー等乳幼児を連れて利

用しても支障が生じないような設備を有する等適切な環境を備えた部屋であるものとす

る。 

⑶ 令第２条第１項第３号に規定する事業を実施する場合については、児童福祉法施行規

則（昭和２３年厚生省令第１１号）第３６条の３５第１項第１号又は同項第３号で規定

する一時預かり事業で定める基準を準用すること。 

⑷ 令第２条第１項第４号及び同項第５号に規定する事業を実施する場合については、幼

保連携型認定こども園の開園時間中は常時実施できるものであること。ただし、合理的



 

な理由がある場合は、この限りでない。 

⑸ 子育て支援事業を実施するに当たっては、参加する保護者の様々な事情を考慮して、

参加可能な保護者ができるだけ多くなる等、実施する日時が工夫されたものであること。 

⑹ 子育て支援事業に従事する者は幼保連携型認定こども園の職員とし、地域の子育て支 

援に実績のある民間の団体又は個人との連携を図ること。 

⑺ 子育てに関する相談をする者のプライバシーが確保されるなど、子育て支援事業を実

施するための適切な設備等を確保すること。 

⑻ 子育て支援事業の実施場所が、その職員配置及び設備の使用等について、幼保連携型

認定こども園で実施する教育及び保育の妨げにならないものであること。 

⑼ 実施する子育て支援事業に関し、研修等の実施及び職員が研修等への参加ができる勤 

務体制等の計画を作成すること。 

(10) 子育て支援事業について、市町村並びに地域において子育て支援に実績のある民間

の団体又は個人からその活動状況について適宜情報提供を得られる体制が整えられてい

ること。 

（通園上の配慮） 

第１７条 幼保連携型認定こども園基準第１４条において読み替えて準用する幼稚園設置

基準（昭和３１年文部省令第３２号）第７条に規定する「通園の際安全な環境」に関し、

通園バスを運行する場合は、園児の健全な発達と適正な教育時間を確保する観点から、園

児の乗車時間は最長４０分程度とする。 

（幼保連携型認定こども園における分園の設置） 

第１８条 幼保連携型認定こども園において分園を設置しようとするときは、「幼保連携 

型認定こども園において新たに分園を設置する場合の取扱いについて」（平成２８年８

月８日府子本第５５５号・２８文科初第６８２号・雇児発０８０８第１号内閣府子ども・

子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

通知）で示す要件を満たしているものとする。 

（幼保連携型認定こども園の設置に係る特例） 

第１９条 市条例附則第２項の規定により幼保連携型認定こども園基準第７条第６項の規 

定についての特例を受ける市町村以外の者が設置する幼稚園について、満３歳以上の園 

児の保育室の面積は５３平方メートル以上とする。ただし、満３歳以上満４歳未満の園 

児の保育室の面積について、１学級の園児の数を２５人以下とする場合、保育室の面積 

は４１平方メートル以上とする。 



 

２  幼保連携型認定こども園基準附則第４条第３項の一に規定する「園児が安全に移動で

きる場所であること」は、次のいずれにも該当するものとする。ただし、これに該当し

ない場合は、これと同等以上の効果があると認められるものに代えることができる。 

 ⑴ 移動において通行する道路にガードレール及び歩道その他通行の安全を確保する設

備が設置されていること。 

 ⑵ 当該園庭の周囲がフェンス等により囲われていること。 

 ⑶ 当該園庭の入口に子どもの飛出し等の防止措置がとられていること。 

 ⑷ 当該園庭内に危険物及び危険箇所がないこと。 

 ⑸ 緊急時の連絡体制が整っていること。 

３  幼保連携型認定こども園基準附則第４条第３項の三に規定する「園児が日常的に利用

できる場所であること」は、「待機児童解消に向けた児童福祉施設最低基準に係る留意事

項等について」（平成１３年３月３０日雇児保第１１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局

保育課長通知）の１の(2)の要件を満たすものとする。 

 ４  幼保連携型認定こども園基準附則第４条第３項の四に規定する「教育及び保育の適

切な提供が可能であること」は、次のいずれにも該当するものとする。 

 ⑴ 幼保連携型認定こども園を構成する建物等の間の距離は、園児にとって日常的に負

担にならない程度で移動が可能であり、かつ、共通利用時間を確保するのに支障とな

らないものであること。 

 ⑵ 運動会等の行事に当たって、すべての園児の一斉の活動が可能であること。 

（保育所設置認可基準の準用） 

第２０条 幼保連携型認定こども園において夜間保育を実施しようとするときは、「夜間 

保育所の設置認可等について」（平成１２年３月３０日児発第２９８号厚生省児童家庭 

局長通知）及び「夜間保育所の設置認可等の取扱いについて」（平成１２年３月３０日児 

保第１５号厚生省児童家庭局保育課長通知）の要件を満たしているものとする。 

（標準処理期間） 

第２１条 吹田市行政手続条例（平成９年３月３１日条例第３号）第６条に定める標準処

理期間は６か月とする。 

（委任） 

第２２条 この要領に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園の設置認可等に関し必

要な事項は、児童部長が定める。 

 



 

附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年５月１日から施行する。 


